
○岡山市相談支援事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 障害者，障害児の保護者又は障害者若しくは障害児（以下「障害者等」という。）

の介護を行う者からの相談に応じ，必要な情報の提供及び助言を行い，自立した日常生

活又は社会生活を営むことができるよう，予算の範囲内において補助金を交付するもの

とし，その交付に関しては，この要綱に定めるもののほか，岡山市補助金等交付規則（昭

和４８年市規則第１６号。以下「規則」という。）に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱で使用する用語の意義は，規則で使用する用語の例による。 

２ この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(１) 相談支援 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第５条第１８項に規定する基本相談支

援であって，面接によって行う支援をいう。 

(２) 障害者 法第４条第１項に規定する障害者をいう。 

(３) 障害児 法第４条第２項に規定する障害児をいう。 

(４) 利用対象者 法第１９条第２項に規定する居住地又は現在地が市内にあり，かつ，

法第５条に規定する障害福祉サービス（以下「障害福祉サービス」という。），第５

条第１７項に規定する地域相談支援及び計画相談支援又は岡山市障害者地域活動支援

センター等事業実施要綱第３条第１項第１号及び第２号に規定する事業の提供を受け

ていない障害者，障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者をいう。 

(５) サービス事業所 相談支援を行う事業所をいう。 

（補助事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，利用対象者に

対し行われる次に掲げる相談支援とする。 

(１) 障害福祉サービスの利用援助 

(２) 社会資源を活用するための支援 

(３) 社会生活力を高めるための支援 



(４) ピアカウンセリング 

(５) 権利の擁護のために必要な援助 

(６) 専門機関の紹介 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する場合は，補助事業としない。 

(１) 障害者等が施設に入所しているとき又は入院加療中であるとき。 

(２) その他市長が不適当と認めたとき。 

（補助事業者） 

第４条 補助事業者は，第９条の規定により地域生活支援事業者として登録されている者

でなければならない。 

（補助対象経費） 

第５条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち，補助金額の算定に当たって対象と

なる経費（以下「補助対象経費」という。）は，利用対象者に対して行う相談支援に要

する費用に限る。ただし，同一利用対象者に係る１日当たりの相談支援の回数が１回を

超える場合は，当該超過回数に係るものを除く。 

（補助金額） 

第６条 補助金額は，相談支援１回につき７００円とする。 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付申請は，規則及びこの要綱に定める条項の適用を受けることについ

て同意した上で，サービス事業所ごとに，岡山市地域生活支援事業補助金交付申請書（様

式第１号）及び岡山市相談支援利用実績記録票（様式第２号）を市長に提出して行わな

ければならない。 

２ 規則第５条第１項に規定する市長が定める期日は，毎月１０日までとする。 

（交付の請求） 

第８条 規則第１９条第２項の請求は，岡山市地域生活支援事業補助金請求書（様式第３

号）を市長に提出して行わなければならない。 

（地域生活支援事業者の登録） 

第９条 地域生活支援事業者の登録（以下「事業者登録」という。）の申請は，岡山市地

域生活支援事業登録申請書（様式第４号）を市長に提出して行わなければならない。 



２ 市長は，前項の申請があった場合において，登録を受けようとする者が，次の各号に

掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは事業者登録を行うものとする。 

(１) 市内に所在する施設を経営している社会福祉法人，地方独立行政法人又は市内に

所在する岡山市障害者地域活動支援センター等事業実施要綱第１７条の規定に基づく

地域活動支援センターⅡ型運営事業者として登録を受けていること。 

(２) プライバシーに配慮した設備を有すること。 

(３) 相談支援の提供時間帯に適切な人員配置を行っていること。 

３ 市長は，事業者登録を行うときは岡山市地域生活支援事業登録通知書（様式第５号）

により，事業者登録を行わないときは岡山市地域生活支援事業登録却下通知書（様式第

６号）により申請者に通知するものとする。 

（登録変更の届出） 

第１０条 事業者登録を受けた者（以下「登録事業者」という。）は，当該事業者登録に

係るサービス事業所の名称，所在地その他の事項に変更があったとき又は相談支援サー

ビスを廃止したときは，当該変更又は廃止があった日から１０日以内に岡山市地域生活

支援事業変更（廃止）届出書（様式第７号）によりその旨を届け出なければならない。 

（報告の徴収等） 

第１１条 市長は，補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるとき

は，登録事業者若しくは登録事業者であった者（以下この条において「登録事業者等」

という。）若しくはサービス事業所の従業者若しくは従業者であった者に対して，報告

若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め，若しくは出頭を求め，又は

当該職員に関係人に対して質問させ，若しくは登録事業者等の事業所若しくはサービス

事業所に立ち入り，その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

（事業者登録の取消し） 

第１２条 市長は，登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは，事業者登録を取

り消すものとする。 

(１) 事業者登録を受けることができる要件に該当しなくなったとき。 

(２) 規則第２０条の規定により補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消された

とき。 



(３) 前条の規定による報告をしなかったとき，帳簿書類その他の物件の提出若しくは

提示をしなかったとき又は虚偽の報告をしたとき。 

(４) 登録事業者又はサービス事業所の従業者が，前条の規定により出頭を求められて

これに応じず，同条の規定による質問に対して答弁せず，若しくは虚偽の答弁をし，

又は同条の規定による検査を拒み，妨げ，若しくは忌避したとき。ただし，サービス

事業所の従業者がその行為をした場合において，その行為を防止するため，当該登録

事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 

(５) 登録事業者が，不正の手段により第９条第２項の規定による事業者登録を受けた

とき。 

(６) 前各号に掲げる場合のほか，登録事業者が相談支援に関し不正又は著しく不当な

行為をしたとき。 

（相談支援の基本取扱方針） 

第１３条 相談支援は，利用対象者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう，適切に提供されなければならない。 

２ 登録事業者は，その提供する相談支援の質の評価を行い，常にその改善を図らなけれ

ばならない。 

（相談支援の具体的取扱方針） 

第１４条 登録事業者が行う相談支援の方針は，次に掲げるところによるものとする。 

(１) 相談支援の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用対象者に対し，

理解しやすいように，適切な相談及び助言を行うこと。 

(２) 相談支援の提供に当たっては，必要に応じて，他の専門機関と密接な連携をとり，

適切な相談支援を行うこと。 

（提供拒否の禁止） 

第１５条 登録事業者は，正当な理由なく相談支援の提供を拒んではならない。 

（あっせん，調整及び要請に対する協力） 

第１６条 登録事業者は，相談支援の利用について市が行うあっせん，調整及び要請並び

に岡山県が行う市町村相互間の連絡調整等に対し協力しなければならない。 

（指定障害福祉サービス事業者等との連携） 



第１７条 登録事業者は，相談支援を提供するに当たっては，他の指定障害福祉サービス

事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めな

ければならない。 

２ 登録事業者は，相談支援の提供の終了に際しては，利用対象者に対して適切な指導を

行うとともに，保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め

なければならない。 

（サービス提供の記録） 

第１８条 登録事業者は，相談支援を提供した際は，当該相談支援の提供日，内容その他

必要な事項を，相談支援の提供の都度記録しなければならない。 

（運営規定） 

第１９条 登録事業者は，サービス事業所ごとに，次の各号に掲げる相談支援事業の運営

についての重要事項に関する運営規定（以下「運営規定」という。）を定めておかなけ

ればならない。 

(１) 目的及び運営の方針 

(２) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(３) 営業日及び営業時間 

(４) サービスの内容 

(５) 緊急時等における対応方法 

(６) その他運営に関する重要事項 

（掲示） 

第２０条 登録事業者は，サービス事業所の見やすい場所に，運営規定の概要，従業者の

勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示

しなければならない。 

（勤務体制の確保等） 

第２１条 登録事業者は，利用対象者に対し適切な相談支援を提供できるよう，サービス

事業所ごとに，従業者の勤務体制を定めておかなければならない。 

２ 登録事業者は，従業者の資質の向上のために，その研修の機会を確保しなければなら

ない。 



（衛生管理等） 

第２２条 登録事業者は，従業者の清潔の保持及び健康状態について，必要な管理を行わ

なければならない。 

２ 登録事業者は，サービス事業所の設備及び備品等について，衛生的な管理に努めなけ

ればならない。 

（秘密の保持） 

第２３条 サービス事業所の従業者は，正当な理由がなく，その業務上知り得た利用対象

者の秘密を漏らしてはならない。 

２ 登録事業者は，従業者であった者が，正当な理由がなく，その業務上知り得た利用対

象者の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。 

３ サービス事業所は，他の登録事業者等に対して，利用対象者に関する情報を提供する

ときは，あらかじめ文書により利用対象者の同意を得ておかなければならない。 

（情報の提供等） 

第２４条 登録事業者は，相談支援を利用しようとする者が，適切かつ円滑に利用するこ

とができるように，サービス事業所に関する情報の提供を行うよう努めなければならな

い。 

（苦情解決） 

第２５条 登録事業者は，その提供した相談支援に関する利用対象者からの苦情に迅速か

つ適切に対応するために，苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講

じなければならない。 

２ サービス事業所は，その提供した相談支援に関し，第１１条の規定により市が行う報

告，文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくはサー

ビス事業所の設備，帳簿書類その他の物件の検査に応じ，及び支給決定障害者等又はそ

の家族からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに，市から指導又は助言を受

けた場合は，当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第２６条 登録事業者は，利用対象者に対する相談支援の提供により事故が発生した場合

は，市，利用対象者の家族等に連絡を行うとともに，必要な措置を講じなければならな



い。 

（会計の区分） 

第２７条 登録事業者は，サービス事業所ごとに経理を区分するとともに，相談支援に係

る事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 

（記録の整備） 

第２８条 登録事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する記録を整備しておかなけ

ればならない。 

２ 登録事業者は，利用対象者に対する相談支援の提供に関する記録を整備し，当該相談

支援を提供した日から５年間保存しなければならない。 

（その他） 

第２９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は，平成２４年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際，現に廃止前の岡山市相談支援事業実施要綱（平成１８年市告示

第１３１８号）第９条第２項の規定による事業者登録を受けている者は，この要綱第９

条第２項の規定による事業者登録を受けた者とみなす。 

   附 則 

 この要綱は，平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，令和３年１２月１日から施行する。 

 

 



様式第１号（第７条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第８条関係） 

様式第４号（第９条関係） 

様式第５号（第９条関係） 

様式第６号（第９条関係） 

様式第７号（第１０条関係） 

 



様式第1号(第7条関係) 

岡山市地域生活支援事業補助金交付申請書 

 

   岡 山 市 長 様 

 申請金額   
百万     千     円 

 

  

 

内

訳 

      年     月   

申請補助事業名 明細書件数 金 額 

 

      

      

      

合 計   

 上記のとおり申請します。 

 申請に当たっては，岡山市補助金等交付規則及び岡山市相談支援事業実施要綱に定め

る条項の適用を受けることについて同意します。 

年  月  日      

  

事業所番号                         

 

申請者 

住 所 

(所在地) 
  

電話番号   

名 称   

職・氏名 

（署名又は記名押印） 

  

 



様式第2号(第7条関係) 

     年  月分 

岡 山 市 相 談 支 援 利 用 実 績 記 録 票 

  

事 業 所 番 号   

事 業 所 名  

 

番号 相談日 利用対象者氏名 障害者・児との続柄 障害者・児の氏名 補助金額 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

合計         

  
枚目   

枚中   

 



様式第3号(第8条関係) 

岡山市地域生活支援事業補助金請求書 

 

   岡 山 市 長 様 

 請求金額   
百万     千     円 

 

  

 

内

訳 

      年     月   

請求補助事業名 明細書件数 金 額 

 

      

      

      

合 計   

 上記のとおり請求します。 

 

年  月  日      

  

事業所番号                         

 

請求者 

住 所 

(所在地) 
  

電話番号   

名 称   

職・氏名  

  

 



様式第4号(第9条関係) 

岡山市地域生活支援事業登録申請書 

年  月  日  

 岡 山 市 長    様 

申請者  住 所(法人にあっては，主たる事務所の所在地)    

 

氏 名(法人にあっては，名称及び代表者氏名)     

 

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成17年法律第123号)第77条の規

定に基づく地域生活支援事業を実施する事業者として登録したいので，関係書類を添えて申請します。 

申

請

者

(

設

置

者

) 

フ リ ガ ナ   

氏 名 ( 名 称 )   

フ リ ガ ナ   

住 所 

(主たる事務所の所在地) 

(郵便番号    ―    ) 

申 請 者 連 絡 先 電話番号   F A X番号   

法 人 の 種 別       

代 表 者 の 職 ・ 氏 名 職 名   

フリガナ   

氏 名   

フ リ ガ ナ   

代 表 者 の 住 所 
(郵便番号    ―    ) 

申
請
す
る
事
業
所
等 

フ リ ガ ナ   

名 称   

フ リ ガ ナ   

事 業 所 ( 施 設 )の

所 在 地 

(郵便番号    ―    ) 

事 業 所 連 絡 先 電話番号   F A X番号   

申
請
す
る
事
業
の
種
類 

相談支援事業   日中一時支援(レスパイト)   

コミュニケーション支援事業   日中一時支援(タイムケア)   

移動支援事業   生活サポート事業   

地域活動支援センターⅠ型   福祉ホーム   

地域活動支援センターⅡ型       

地域活動支援センターⅢ型       

小規模作業所       

障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するた

めの法律において既に指定

を受けている場合 

( 事 業 所 番 号 )                         

(障害福祉サービスの種

類) 
  

 ※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における事業者指定申請中の場合
は，事業所番号は記入する必要はありません。 



申 請 す る 事 業 の 詳 細 

事 業 の 名 称   

定 員   

事業開設(営業)日 
日 月 火 水 木 金 土 祝 

その他年間の休日   
                

開 設 ( 営 業 ) 時 間 平日   土曜   
日曜 

祝日 
  

サ ー ビ ス 内 容       

サ ー ビ ス 利 用 料       

そ の 他 費 用       

通 常 の 実 施 地 域       

事 業 の 特 色   

 

事 業 の 名 称   

定 員   

事業開設(営業)日 
日 月 火 水 木 金 土 祝 

その他年間の休日   
                

開 設 ( 営 業 ) 時 間 平日   土曜   
日曜 

祝日 
  

サ ー ビ ス 内 容       

サ ー ビ ス 利 用 料       

そ の 他 費 用       

通 常 の 実 施 地 域       

事 業 の 特 色   

 

事 業 の 名 称   

定 員   

事業開設(営業)日 
日 月 火 水 木 金 土 祝 

その他年間の休日   
                

開 設 ( 営 業 ) 時 間 平日   土曜   
日曜 

祝日 
  

サ ー ビ ス 内 容       

サ ー ビ ス 利 用 料       

そ の 他 費 用       

通 常 の 実 施 地 域       

事 業 の 特 色   

 



設 備 ・ 室 名 ・ 備 品 等 一 覧 表 

事業所の名称(              ) 

サービスの種類(             ) 

設 備 の 概 要 設備の規格及び数量 適合の可否 

サービス提供上備えるべき

必要な設備の種類 

    

室 名 室 の 面 積 ・ 備 品 の 品 目 及 び 数 量 等   

      

備考 1 登録するサービスに係る関係要綱を参考にして作成してください。 

   2 必要に応じて写真等を添付し，その旨を併せて記載してください。 

   3 「適合の可否」欄には，何も記載しないでください。 

   4 記載欄が不足する場合には，適宜欄を設けて記載するか又は別様に記載した書類を添付して

ください。



 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(   年   月分) 
事 業 所 名(                )    
サービスの種類(                )    

職 種 
勤務
形態 

氏 名 
第1週 第2週 第3週 第4週 

4週 の
合 計 

週平均の
勤務時間 

常勤換算
後の人数 

資格の有無 
(種 類) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

＊                                                       

(記載例―1) ① ① ③ ② ④ ① ④                                                   
(記載例―2) ab ab ab cd cd e e                                                   

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      

備考 1 ＊欄には，当該月の曜日を記載してください。 
   2 申請する事業に係る従業員全員(管理者を含む。)について，4週間分の勤務すべき時間数を記載してください。勤務時間ごとあるいはサービス提供時

間単位ごとに区分して番号を付し，その番号を記載してください。 
     (記載例1―勤務時間 ①8：30～17：00，②16：30～1：00，③O：30～9：00，④休日) 
     (記載例2―サービス提供時間 a 9：00～12：00，b 13：00～16：00，c 10：30～13：30，d 14：30～17：30，e 休日) 
     ※1 複数単位実施の場合，その全てを記載してください。 
     ※2 常勤換算に必要な従業員と，常勤換算に必要のない従業員と，分けて記載してください。 
   3 職種ごとに下記の「勤務形態」の区分の順にまとめて記載し，「週平均の勤務時間」については，職種ごとのAの小計と，B～Dまでを加えた数の小計の

行を挿入してください。 
     「勤務形態」の区分  A：常勤で専従  B：常勤で兼務  C：常勤以外で専従  D：常勤以外で兼務 
   4 常勤換算が必要な職種は，A～Dの「週平均の勤務時間」をすべて足し，常勤の従事者が週に勤務すべき時間数で割って，「常勤換算後の人数」を算出

してください。 
   5 算出にあたっては，小数点以下第2位を切り捨ててください。 
   6 各事業所・施設において使用している勤務割当表等(既に事業を実施しているときは直近月の実績)により，職種，勤務形態，氏名及び当該業務の勤務

時間が確認できる場合は，その書類をもって添付書類として差し支えありません。 
   7 「資格の有無(種類)」欄には，資格がある場合は介護福祉士，看護師等の資格，又は養成研修等を受講している場合は「ホームヘルパー○級」等を記

載してください。 
   8 資格を有することを証する書面の写しを添付すること。



(参考様式：平面図) 

 

  平 面 図 

  事業所の名称   

 
  

   

作 業 室 

 ○○m2 

 

便 所 

○○m2 

 

食 堂 

○○m2 

  
  

玄関ホール 

  

  

    日常生活訓練室兼

社会適応訓練室  

○○m2 

浴 室 

○○m2 

静養室兼相談室 

○○m2 

事 務 室 

○○m2 

※ (例)日中一時支援の場合      

備考 1 各室の用途及び面積を記載してください。 

   2 当該事業所の専用部分と他の事業所との共有部分がある場合には，それぞれを色分けする等して，使用関係を分かりやすく表示して

ください。 

   3 申請する事業に使用される箇所(事務室，相談室等)を太線で囲んでください。 



様式第5号(第9条関係) 

 

第     号  

年  月  日  

 

岡山市地域生活支援事業登録通知書 

 

申請者 住 所 (主たる事務所の所在地) 

    氏 名 (名称及び代表者氏名)  様 

 

 

岡山市長     印    

 

 

   年  月  日付けで申請のありました地域生活支援事業を行う者としての申請に

ついて，次のとおり登録したので通知します。 

 

サ ー ビ ス の 種 類   

事 業 所 の 名 称   

事 業 所 の 所 在 地   

主 た る 障 害 の 種 別   

事 業 所 番 号                     

事 業 開 始 年 月 日     年  月  日 

備 考   

 



様式第6号(第9条関係) 

 

第     号   

年  月  日   

 

岡山市地域生活支援事業登録却下通知書 

 

 

申請者 住 所 (主たる事務所の所在地) 

    氏 名 (名称及び代表者氏名)  様 

 

 

岡山市長     印    

 

 

   年  月  日付けで申請のありました地域生活支援事業を行う者としての申請に

ついて，次のとおり登録できませんので通知します。 

 

 

 1 サービスの種別 

 

 

 2 理由 



様式第7号(第10条関係) 

 

岡山市地域生活支援事業変更(廃止)届出書 

 

年  月  日 

  岡山市長  様 

 

届出者 住 所(主たる事務所の所在地)            

 

氏 名(名称及び代表者氏名)             

 

 

 地域生活支援事業について，登録に係る事項を変更又は事業を廃止したので，岡山市相談支援事業実施要綱

第10条の規定により届け出ます。 

  事 業 所 番 号               

登録内容を変更(事業を廃止)した事業所 

名 称   

所 在 地   

サービスの種類   

変更事項 変更の内容 

1 事業所の名称 (変更前) 

2 事業所の所在地 

3 申請者の名称 

4 主たる事務所の所在地 

5 代表者の氏名及び住所 

6 定款・寄附行為等及びその登記簿の謄本又
は条例等(当該事業に関するものに限る。) 

(変更後) 

7 事業所の平面図及び設備の概要 

8 運営規程 

9 主たる障害の種別 

10 事業の廃止 (廃止した理由) 

 

 

 

 

(現にサービスを受けていた者に対する措置) 

変 更 (廃 止) 年 月 日 年  月  日 

 

備考 1 「変更事項」欄は，該当項目番号に「○」を付してください。 

   2 変更内容がわかる書類を添付してください。 

   3 変更の日から10日以内に届け出てください。 


